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２０２１年度介護報酬改定の概要について（医科診療所関連項目） 

 

介護報酬改定に関し、医科診療所に関連する内容の一部をお知らせします。 

なお、詳細や別紙様式は「医療系介護報酬改定のポイント 2021年４月版」（全国保険

医団体連合会 編集）や厚生労働省のホームページ「令和３年度介護報酬改定について」

を参照してください。 

 

１、居宅療養管理指導について 

【単位数の改定】                                 

１回につき 
「単一建物居住者」の人数 

１人 ２～９人 １０人以上 

医師が 
行う場合 

（Ⅰ）在医総管又は施設
総管を算定しない場合 

５０９→５１４ 
（＋５） 

４８５→４８６ 
（＋１） 

４４４→４４５ 
（＋１） 

（Ⅱ）在医総管又は施設
総管を算定する場合 

２９５→２９８ 
（＋３） 

２８５→２８６ 
（＋１） 

２６１→２５９ 
（－２） 

 

【新型コロナ特例で ０．１％上乗せ】 

① 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、２０２１年９月末ま

での間、「１か月分の所定単位数」に０.１％上乗せして算定します。 

上乗せする０.１％相当分は小数点以下を四捨五入し、１単位に満たない場合は切り上げ

て１単位とします。 

（例１）医師が行う居宅療養管理指導（Ⅱ）、単一建物居住者１人、月１回算定の場合 

２９８単位×０.１％＝０.２９８単位 

    四捨五入すると１単位に満たないため、切り上げて１とし、２９８＋１＝２９９単位 

（例２）医師が行う居宅療養管理指導（Ⅱ）、単一建物居住者１人、月２回の算定の場合 

（２９８単位×２）×０.１％＝０.５９６単位 

    四捨五入すると１単位となるため、５９６＋１＝５９７単位 

② 当該上乗せは利用者負担にも反映されます。 

※ 上乗せ分の請求を行わない場合は国保連合会より返戻されるためご留意ください。 
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【医師によるケアマネジャー等への情報提供】 

ケアマネジャー等への情報提供について、新たな様式（別紙様式１）が示されました。 

①サービス担当者会議等への参加により情報提供を行う場合 

別紙様式１を参考に診療録等に要点を記載する。 

 ②文書等で情報提供を行う場合 

これまで医療保険の「診療情報提供料（Ⅰ）」の様式の活用が認められていたが、今後

は別紙様式１を使用し、交付した別紙様式１の写しを診療録等に添付する等により保

存する。 

 

【人員、設備及び運営に関する基準の改定】 

すべての介護サービス事業者に以下の体制整備等が義務付けられました。 

（②～④は３年間の経過措置が設けられ、２０２４年３月３１日までは努力義務とされてい

ます。） 

①ハラスメント（セクハラ・パワハラ等）対策として、方針等の明確化や相談窓口の設置

を行う。 

  →方針の具体例（保団連 HP）：https://hodanren.doc-net.or.jp/kaigo/s4_bphm.pdf 

②感染症や災害が発生した場合の業務継続計画の策定、研修・訓練の年１回以上の実施。 

③事業所における感染症の発生及びまん延の防止のための委員会の開催、指針の整備、研

修・訓練の実施。 

④高齢者虐待防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等。 

 

２、診察時にケアマネジャーが同席する場合があります 

 要介護者が医療機関において診察を受ける際にケアマネジャーが同席し、医師と情報交

換した上で居宅サービス計画に記録した場合、ケアマネジャーは「通院時情報連携加算」

を算定することができるようになりました。このため、患者の診察にケアマネジャーが同

席する場合がありますのでご承知ください。 

 

３、訪問看護指示書が変更されました（次ページ参照） 

介護報酬改定に伴い、３月３１日付で医療保険の「訪問看護指示料」を算定する際に使

用する「訪問看護指示書（別紙様式１６）」も変更されました。今後新たに訪問看護指示

を行う場合は新様式を使用することになります。なお、３月３１日以前にすでに指示書を

交付している場合は、新様式での再交付は不要である、との事務連絡が出されています。 

 

※別紙様式１６は下記事務連絡でも確認できます。 

令和３年３月３１日「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

等の一部改正等について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000764260.pdf 



（別紙様式 16） 
訪 問 看 護 指 示 書 
在宅患者訪問点滴注射指示書 

※該当する指示書を○で囲むこと 

訪問看護指示期間 （    年 月 日 ～    年 月 日） 

点滴注射指示期間 （    年 月 日 ～    年 月 日） 

患者氏名  生年月日          年    月    日 
（     歳） 

患者住所  

電話（   ）   －     

主たる傷病名 （１）          （２）          （３） 

現
在
の
状
況
（
該
当
項
目
に
○
等
） 

病 状 ・ 治 療 

状 態 

 

投与中の薬剤 

の用量・用法 

１．                   ２． 

３．                   ４． 

５．                   ６． 

日 常 生 活 

自 立 度 

寝 た き り 度 Ｊ１ Ｊ２ Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ Ｃ１ Ｃ２ 

認知症の状況 Ⅰ   Ⅱa    Ⅱb    Ⅲa    Ⅲb    Ⅳ    Ｍ 

要 介 護 認 定 の 状 況 要支援（ １ ２ ） 要介護（ １ ２ ３ ４ ５ ） 

褥 瘡 の 深 さ ＤＥＳＩＧＮ分類 Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５   ＮＰＵＡＰ分類 Ⅲ度 Ⅳ度 

装 着 ・ 使 用 

医 療 機 器 等 

１．自動腹膜灌流装置  ２．透析液供給装置  ３．酸素療法（       ｌ／min） 

４．吸引器       ５．中心静脈栄養    ６．輸液ポンプ 

７．経管栄養   （ 経鼻 ・ 胃瘻 ： サイズ              、    日に１回交換） 

８．留置カテーテル（ 部位：     サイズ          、    日に１回交換） 

９．人工呼吸器    （ 陽圧式 ・ 陰圧式 ：設定                      ） 

10．気管カニューレ（サイズ          ） 

11．人工肛門      12．人工膀胱     13．その他（               ） 

留意事項及び指示事項 

Ⅰ 療養生活指導上の留意事項 

Ⅱ １．リハビリテーション 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護の一環として行うものについて 
１日あたり 20・40・60・（   ）分を週（   ）回（注：介護保険の訪問看護を行う場合に記載） 

  ２．褥瘡の処置等 

  ３．装着・使用医療機器等の操作援助・管理 

  ４．その他 

在宅患者訪問点滴注射に関する指示（投与薬剤・投与量・投与方法等） 
 

緊急時の連絡先 
不在時の対応 

特記すべき留意事項（注：薬の相互作用・副作用についての留意点、薬物アレルギーの既往、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス利用

時の留意事項等があれば記載して下さい。） 

 

他の訪問看護ステーションへの指示 

 （ 無  有 ： 指定訪問看護ステーション名                         ） 

たんの吸引等実施のための訪問介護事業所への指示 

 （ 無  有 ： 訪問介護事業所名                              ） 

上記のとおり、指示いたします。 
   年   月   日 

医療機関名 
住   所 
電   話 
（F A X．） 
医師氏名                                印 

事業所                         殿 


